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〇港区立学校施設等運営要綱 

平成６年３月１６日 

５港教社体第４３８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、港区立学校施設等使用条例施行規則（平成２年港区教育委員会規則第１号。以下

「規則」という。）第９条の規定に基づき、港区立学校の施設及び設備（以下「学校施設等」という。）

の運営について必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「学校施設開放」とは港区立学校施設等使用条例（平成２年港区条例第７

号）に基づき、港区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が使用を承認し、学校施設等を学校

教育に支障のない範囲で開放し、地域住民等のスポーツ活動等の場として活用することをいう。 

（学校施設開放運営委員会の設置） 

第３条 教育委員会は、学校施設開放の運営を円滑に進めるために教育委員会に学校施設開放運営委員

会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２ 教育委員会は、次に掲げる者に、運営委員会の委員（以下「運営委員」という。）を委嘱する。 

（１）区立小・中学校長会代表 各校長会が推薦する校長各１人 

（２）ＰＴＡ代表 小・中学校ＰＴＡ連合会長が推薦する会長各１人 

（３）学校職員代表 職員代表２人 

（４）規則第４条第１項第４号に規定する届出団体代表２人以内 

（運営委員の任期） 

第４条 運営委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 運営委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（運営委員会の会長及び副会長） 

第５条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（運営委員会の開催） 

第６条 運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、開催する。 

（運営委員会の検討事項） 

第７条 運営委員会は、次に掲げる事項を検討する。 

参考資料２
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（１）学校施設開放についての企画・立案 

（２）学校施設開放についての利用計画の策定 

（３）学校施設開放についての施設の整備 

（４）学校施設開放についての事故防止対策の検討 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

（学校施設開放調整委員会） 

第８条 教育委員会は、必要に応じて各学校ごとに学校施設開放調整委員会（以下「調整委員会」と

いう。）を設置することができる。 

２ 調整委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）学校長 

（２）教職員代表 副校長 

（３）ＰＴＡ代表 ＰＴＡ会長及び副会長のうちから１人 

（４）地域団体代表 当該地区青少年対策地区委員会の代表１人 

（５）教育委員会事務局 生涯学習スポーツ振興課長  

３ 調整委員会は、必要に応じて学校長が招集し、開催する。 

４ 調整委員会は、次に掲げる事項を検討する。 

（１）学校施設の使用方法に関する事項 

（２）学校施設開放に関し必要な事項 

（３）その他教育委員会及び学校長が必要と認めた事項 

（開放管理員及び開放調整員の配置並びに職務） 

第９条 開放施設に開放管理員を配置し、教育委員会が指定する場所に開放調整員を配置する。開放管

理員及び開放調整員は教育委員会が指定する委託先の従事者とする。 

２ 開放管理員の職務は、次に掲げる事項とする。 

（１）学校施設等の鍵の開錠・施錠 

（２）使用の際の受付業務 

（３）開放時における事故・災害発生の際の応急措置 

（４）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

３ 開放調整員の職務は次に掲げる事項とする。 

（１） 開放管理員の配置調整 

（２） 事故・災害発生の際の連絡調整及び報告 

（３） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

（使用申請の制限） 

第１０条 学校施設等の使用申請ができる件数は別表第１に定めるとおりとする。ただし、 

教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。 
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（使用申請の予約） 

第１１条 学校施設等を使用しようとする団体は、港区施設予約システムの使用に関する 

要綱（平成２５年７月１２日２５港総情第１４６３号）に基づき、次に掲げる方法で使 

用申請を予約することができる。 

（１）インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 

（２）使用者用端末による施設予約システムへの接続 

（３）生涯学習スポーツ振興課窓口での申込み 

２ 前項の予約は、別表第２に定めるところにより行う。 

３ 区、及び公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団及びその他、 教育委員会が必要とみと

めるものが使用するときは、前項の規定によらないことができる。 

（使用申請予定者の決定） 

第１２条 別表第２に定める事前確保による予約は予約をした時点で使用申請者を決定する。 

２ 別表第２に定める抽選申込みにより予約をしたもののうちから抽選により使用申請予定者を決定

する。 

３ 別表第２に定める空き枠申込みは先着順で使用申請予定者を決定する。 

（使用申請手続） 

第１３条 前条において決定した使用申請予定者は、使用日までに使用料を支払い、手続を完了しなけ

ればならない。 

２ 前項の手続の受付時間は、生涯学習スポーツ振興課並びに規則第８条に定める港区スポーツセンタ

ー及び区立運動場の開館時間内とする 

３ 期限内に支払手続をせず、使用申請手続を完了しない場合は、当該使用申請予定者の決定を取り消

すものとする。 

（使用の中止） 

第１４条 教育委員会は、次のいずれかに該当するとき、使用を中止することができる。 

（１）工事等により使用が困難なとき。 

（２）施設の不備等で使用が困難なとき。 

（３）事故、災害等が発生したとき。 

（４）降雨、降雪、落雷、その他悪天候のとき。 

（５）光化学スモッグの緊急時発令が発令されたとき。 

（６）熱中症警戒アラートが発令されたとき。 

（７）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。 

（使用団体の義務） 

第１５条 学校施設等を使用する団体は、次に掲げる事項を行わなければならない。 

（１）使用責任者の配置 
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（２）開放施設の変更禁止 

（３）使用中における事故の応急処置 

（４）使用後の原状回復 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項（事故報告） 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 港区校庭開放運営要綱（昭和４６年３月１０日４５港教社発第５０号）及び長期休業中の校庭開放

運営要綱（昭和４６年３月１０日４５港教社発第５０号）は廃止する。 

付 則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和５年１０月４日から施行する。 

 

別表第１（第１０条関係） 

 

利用者区分 事前確保 抽選申込み 

件数 

空き枠申込み 

港区立学校施設等登録要綱（平成２年３

月３日元港教学第８２３号）に規定する

届出団体Ａ（以下「届出団体Ａ」という。）

教育委員会が定

める件数 

－ 教育委員会が定

める件数 

港区立学校施設等登録要綱に規定する届

出団体Ｂ（以下「届出団体Ｂ」という。）

－ １月１０件 １月１０件（ 

抽選申込み分を

含む。） 

届出団体以外の団体（以下「一般団体」

という 

－ － １月１０件 
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別表第２（第１１条及び第１２条関係） 

  予約受付期間等 受付時間 

事前確保 抽 選 申

込み 

抽選日 抽 選 結

果 発 表

期間 

空き枠申込

み 

インターネッ

ト回線を通じ

た施設予約シ

ステムへの接

続 

使用者端末に

よる施設予約

システムへの

接続 

届 出

団 体

Ａ 

使用日の

属する月

の２月前

の月の１

日から４

日まで 

― ― ― 

使用日の属

する月の１

月前の月の

１日から使

用日の５日

前まで 

午前５時から

午後１２時ま

で 

港区立運動場

条例施行規則

（昭和４９年

港区教育委員

会 規 則 第 ３

号）第２条に

定める各運動

場の利用時間 

届 出

団 体

Ｂ 

― 

使 用 日

の 属 す

る 月 の

２ 月 前

の 月 の

５ 日 か

ら ２ ０

日まで 

使 用 日

の 属 す

る 月 の

２ 月 前

の 月 の

２１日 

使 用 日

の 属 す

る 月 の

２ 月 前

の 月 の

２ ２ 日

か ら 月

末まで 

使用日の属

する月の１

月前の月の

１日から使

用日の５日

前まで 

 


